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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】安定的に供給でき、新規で効果に優れた前駆脂肪細胞増殖促進剤、又は、前駆脂
肪細胞の増殖促進剤を含有してなる各種組成物（皮膚化粧料、頭髪化粧料、飲食品組成物
、医薬品組成物）の提供。
【解決手段】豆乳醗酵液、セイヨウニワトコ抽出物を有効成分として１種以上を含有する
前駆脂肪細胞増殖促進剤。該前駆脂肪細胞増殖促進剤を含有してなる、皮膚化粧料、頭髪
化粧料、飲食品組成物、および医薬品組成物。加齢に伴って生じるしわ、たるみ等の皮膚
状態を予防又は改善、肌の張りの改善やバストアップ、毛包の再生に伴って生じる脱毛の
防止、育毛作用、養毛作用を促す等の頭髪状態の改善、又は、肥満や高血圧、高脂血症、
動脈硬化症、糖尿病等の生活習慣病等の予防又は改善に役立つ。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
豆乳醗酵液、セイヨウニワトコ抽出物を有効成分として１種以上を含有する前駆脂肪細胞
増殖促進剤。
【請求項２】
請求項第１項記載の前駆脂肪細胞増殖促進剤を含有することを特徴とする皮膚化粧料。
【請求項３】
請求項第１項記載の前駆脂肪細胞増殖促進剤を含有することを特徴とする頭髪化粧料。
【請求項４】
請求項第１項記載の前駆脂肪細胞増殖促進剤を含有することを特徴とする飲食品組成物。
【請求項５】
請求項第１項記載の前駆脂肪細胞増殖促進剤を含有することを特徴とする医薬品組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は前駆脂肪細胞増殖促進剤に関し、より詳しくは、植物エキスを有効成分として
含有する前駆脂肪細胞増殖促進剤、更に皮膚化粧料、頭髪化粧料、飲食品組成物又は医薬
品組成物への応用に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　我が国では食生活が豊かになり、現在では飽食の時代とも呼ばれ、カロリー摂取過剰、
運動不足も原因となり、肥満が急激に増加している。肥満は合併症として高脂血症や動脈
硬化症、糖尿病をもたらすことが知られている。
【０００３】
　脂肪組織は、余剰エネルギーを中性脂肪として貯蔵する器官である。近年の研究により
、アディポサイトカインを産生する内分泌器官としての重要な機能も明らかになった。
　内臓脂肪の蓄積は動脈硬化やメタボリックシンドロームに関係するが、皮下脂肪の蓄積
は我々の体の保護にもなりうる。ヒトの皮膚は常に紫外線に曝されているが、皮膚の脂肪
層までは到達することはできない。ところが、慢性的に日焼けをした皮膚の皮下脂肪組織
は、自然老化の皮膚よりも脂肪が少ないことが報告されている。脂肪組織量は、脂肪細胞
の数と細胞の大きさの両方の変化によって調節されている（非特許文献１）。
【０００４】
　尚、前駆脂肪細胞の数は、細胞の複製により保たれている。
前駆脂肪細胞は脂肪組織の15-50％を占めており、新しい脂肪細胞を生じる。加齢に伴い
、前駆脂肪細胞の増殖分化は減衰し、脂肪毒性を介して全身のインスリン抵抗性や臓器機
能不全につながる可能性がある（非特許文献２）。
【０００５】
　尚、肥満とは、脂肪細胞に異常に脂肪が蓄積して細胞が肥大した状態である。これまで
脂肪細胞は余剰のエネルギーを貯めるための組織であると考えられてきた。
【０００６】
　一方で、小型脂肪細胞はアディポネクチンを多く産生し、皮膚のマトリックス成分の産
生を高めることが知られている（非特許文献３）。従って、脂肪細胞への分化促進は加齢
に伴う皮膚状態の改善にも関係すると考えられている。
【０００７】
　又、人の毛髪には、抜けて生えることを繰り返す毛周期がある。男性型脱毛症の場合で
は、毛周期の異常により毛が軟毛化し、頭髪の量が減ったように見えてしまう。最近の研
究で、毛周期をコントロールするメカニズムの一部が分かってきた（非特許文献４）。非
特許文献４によると、皮膚に存在する前駆脂肪細胞が毛の幹細胞を活性化し、休止期から
成長期へ移行するのに重要な役割を果たすとされる。又、更に、毛包の再生に伴って、皮
膚の脂肪層が厚くなる現象が見られるが、それは、個々の脂肪細胞が大きくなるためでは
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なく、前駆脂肪細胞が増加し、脂肪細胞の個数が増えるためであることが判明した。脂肪
細胞のみならず、その前駆細胞も正常な毛周期の維持に必要であることから、頭皮の環境
改善においても前駆細胞の増殖とその分化を促す素材が求められている。
【０００８】
　繊維芽細胞の増殖促進作用に関しては、レモンマートル及び／又はその抽出物にその効
果が報告されているが（特許文献１）、前駆脂肪細胞の増殖促進作用に関する文献は見当
たらなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１０－２０２５２０号公報
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】Eun Ju Kimら, Journal of Investigative Dermatology 2011, Vol.131
【非特許文献２】Anna Sepeら、Gerontology 2011;57:66-75
【非特許文献３】BioFactors 31, 229-236. 2007
【非特許文献４】Eric Festaら, Cell. 146(5):761-71. 2011 Sep
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　このような事情に鑑み、本発明者らは、新規な前駆脂肪細胞を増殖促進する物質を求め
、更に天然物である植物からのスクリーニングを試み、且つ、副作用がない物質について
検討を積み重ねてきた。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者らは、鋭意研究を重ねた結果、特定の植物エキスに前駆脂肪細胞の増殖を促進
する作用があることを見出し、本発明を完成するに至った。
【発明の効果】
【００１３】
　その結果、本発明者らは天然物である植物から、豆乳醗酵液、セイヨウニワトコ抽出物
に優れた前駆脂肪細胞増殖促進作用を有することを見い出した。よって、豆乳醗酵液、セ
イヨウニワトコ抽出物を有効成分として１種以上を含有する前駆脂肪細胞増殖促進剤とし
て利用すること。更に、その前駆脂肪細胞増殖促進剤を含有してなる皮膚化粧料、頭髪化
粧料、飲食品組成物、医薬品組成物を提供することができる。
【００１４】
　更に、本発明によれば、新規で有用な前駆脂肪細胞増殖促進剤、又はそれらを含有した
皮膚化粧料、頭髪化粧料、飲食品組成物、医薬品組成物を提供することで、加齢に伴って
生じるしわ、たるみ等の皮膚状態を予防又は改善、肌の張りの改善やバストアップ、毛包
の再生に伴って生じる脱毛の防止、育毛作用、養毛作用を促す等の頭髪状態の改善、又は
、肥満や高血圧、高脂血症、動脈硬化症、糖尿病等の生活習慣病等の予防又は改善に役立
つものである。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】対照を１００％として換算した場合の本発明の豆乳醗酵液の前駆脂肪細胞増殖促
進率を示す図である。
【図２】対照を１００％として換算した場合の本発明のセイヨウニワトコ抽出物の前駆脂
肪細胞増殖促進率を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の前駆脂肪細胞増殖促進剤は、豆乳醗酵液、セイヨウニワトコ抽出物を有効成分
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として１種以上を含有するものである。
【００１７】
　尚、本発明で使用する「豆乳」とは、マメ科（Leguminosae）、ダイズ属（Glycine）の
植物：大豆「Glycine max(L.)Merrill」の種子に水を加えてすり潰した液体をいう。尚、
種子は未熟又成熟のどちらを用いることもでき、大豆として、一般的な黄豆（黄大豆）、
緑大豆(枝豆)、黒豆（黒大豆）、赤豆（赤大豆・紅大豆）、青豆（青大豆：緑色の大豆）
、白豆（白大豆）、鞍掛豆（青大豆の一部が黒くなっている品種）等を用いることができ
る。
【００１８】
　又、本発明で使用する豆乳は特に限定するものではなく、例えば、丸大豆や脱脂大豆か
ら常法により製造したものや、また、商業的に入手できる豆乳粉末調製物に加水したもの
等を用いることができる。通常固形分５～２０重量％程度の豆乳が用いられる。
【００１９】
　上記の豆乳を乳酸菌「ラクトバチルス属（Lactobacillus)、例えば、ラクトバチルス　
デルブリッキー（Lactobacillus delbrueckii）、ラクトバチルス　ブルガリカス（Lacto
bacillus bulgaricus）、ラクトバチルス　カゼイ（Lactobacillus casei）、ラクトバチ
ルス　アシドフィラス（Lactobacillus acidophilus）等」に醗酵した液を用いる。
【００２０】
　又、醗酵に用いる栄養源としては、乳酸菌の栄養源になるものであればいずれでもよく
、例えば、糖類（グルコース、フラクトース、ガラクトース、ラクトース）や酵母エキス
、麦芽エキス等が挙げられる。通常、原料混合物中、０．１～２０重量％程度の割合で用
いられる。
【００２１】
　尚、本発明で使用する「セイヨウニワトコ」とは、スイカズラ科（Caprifoliaceae）、
ニワトコ属（Sambucus）の植物：セイヨウニワトコ（Sambucus nigra）の花、花穂、果皮
、果実、偽果、茎、葉、枝、枝葉、幹、樹皮、根茎、根皮、根、種子又は全草を用いるこ
とができる。
【００２２】
　本発明で用いるセイヨウニワトコ抽出物を得るための抽出溶媒としては、水、メタノー
ル、エタノール、プロピルアルコール、イソプロピルアルコール、ブタノール、イソブタ
ノール等の低級アルコール或いは含水低級アルコール、プロピレングリコール、1,3-ブチ
レングリコール、1,2-ブチレングリコール、1,4-ブチレングリコール、1,5-ペンタンジオ
ール、1,2-ペンタンジオール、1,3-ペンタンジオール、1,4-ペンタンジオール、1,3,5-ペ
ンタントリオール、グリセリン、ポリエチレングリコール（分子量100～10万）等の多価
アルコール或いは含水多価アルコール、アセトン、酢酸エチル、ジエチルエーテル、ジメ
チルエーテル、エチルメチルエーテル、ジオキサン、アセトニトリル、キシレン、ベンゼ
ン、クロロホルム、四塩化炭素、フェノール、トルエン等の各種有機溶媒や、適宜規定度
を調製した酸（塩酸、硫酸、硝酸、リン酸、ギ酸、酢酸等）やアルカリ（水酸化ナトリウ
ム、水酸化カリウム、水酸化カルシウム、アンモニア等）の中から選ばれる１種もしくは
２種以上の混液が挙げられ、特に水、エタノール及び1,3-ブチレングリコールから選ばれ
る１種又は２種以上を選択することが好ましい。但し、用途により溶媒の含有が好ましく
ない場合においては、水のみを使用するか、或いは抽出後に溶媒を除去しやすい、揮発性
の高い溶媒を用いて抽出を行い、溶媒除去後水等に溶解させるといった方法も可能である
。
【００２３】
　抽出方法については、その溶媒の温度や原料に対する溶媒の重量比率、又は抽出時間に
ついても、種々の原料及び使用する溶媒に対しそれぞれを任意に設定することができる。
溶媒の温度としては－４℃から１００℃の範囲で任意に設定できるが、原料中に含まれる
成分の安定性の点から、１０～４０℃付近が好ましい。又、原料に対する溶媒の重量比率
も、例えば原料：溶媒が、４：１～１：１００の範囲内で任意に設定することができ、特
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に１：１～１：２０の重量比率が好ましい。
【００２４】
　本発明で用いるセイヨウニワトコ抽出物は、溶媒抽出後、更に適宜精製操作を施すこと
も可能であり、精製操作としては、酸（塩酸、硫酸、硝酸、リン酸、有機酸等）又はアル
カリ（水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア等）添加による分解、微生物に
よる醗酵又は代謝変換、イオン交換樹脂や活性炭、ケイ藻土等による成分吸着、種々の分
離モード（イオン交換、親水性吸着、疎水性吸着、サイズ排除、配位子交換、アフィニテ
ィー等）を有するクロマトグラフィーを用いた分画、濾紙やメンブランフィルター、限外
濾過膜等を用いた濾過、加圧又は減圧、加温又は冷却、乾燥、ｐＨ調整、脱臭、脱色、長
時間の静置保管等が例示でき、これらを任意に選択し組合わせた処理を行うことが可能で
ある。
【００２５】
　本発明の前駆脂肪細胞増殖促進剤、各種組成物（皮膚化粧料、頭髪化粧料、飲食品組成
物、医薬品組成物）を製造する上で、本発明で用いる豆乳醗酵液、セイヨウニワトコ抽出
物の形状としては、液状、固形状、粉末状、ペースト状等いずれの形状でも良く、本発明
を実施する上で最適な形状を任意に選択することができる。
【００２６】
　本発明の前駆脂肪細胞増殖促進剤、各種組成物（皮膚化粧料、頭髪化粧料、飲食品組成
物、医薬品組成物）における本発明で用いる豆乳醗酵液、セイヨウニワトコ抽出物の含有
量としては、イノシトール三リン酸受容体発現誘導作用を有することが確認できる範囲で
あれば特に制限はないが、一般的には０．０１ｍｇ／ｇ～２００ｍｇ／ｇ（分母は製剤の
重量を示す）の範囲に設定される。好ましくは０．１ｍｇ／ｇ～２０ｍｇ／ｇの範囲であ
って、最も好ましくは２００μｇ／ｇ～１０ｍｇ／ｇである。
【００２７】
　皮膚化粧料又は頭髪化粧料としては、例えば、各種の外用製剤類（動物用に使用する製
剤も含む）全般において利用でき、具体的には、アンプル、カプセル、丸剤、錠剤、粉末
、顆粒、固形、液体、ゲル、気泡、エマルジョン、シート、ミスト、スプレー剤等利用上
の適当な形態の1)医薬品類、2)医薬部外品類、3)局所用又は全身用の皮膚用化粧品類（例
えば、化粧水、乳液、クリーム、軟膏、ローション、オイル、パック等の基礎化粧料、洗
顔料や皮膚洗浄料、マッサージ用剤、クレンジング用剤、除毛剤、脱毛剤、髭剃り処理料
、アフターシェーブローション、プレショーブローション、シェービングクリーム、ファ
ンデーション、口紅、頬紅、アイシャドウ、アイライナー、マスカラ等のメークアップ化
粧料、香水類、美爪剤、美爪エナメル、美爪エナメル除去剤、パップ剤、プラスター剤、
テープ剤、シート剤、貼付剤、エアゾール剤等）、4)頭皮・頭髪に適用する薬用又は／及
び化粧用の製剤類（例えば、シャンプー剤、リンス剤、ヘアートリートメント剤、プレヘ
アートリートメント剤、パーマネント液、染毛料、整髪料、ヘアートニック剤、育毛・養
毛料、パップ剤、プラスター剤、テープ剤、シート剤、貼付剤、エアゾール剤等）、5)浴
湯に投じて使用する浴用剤、6)その他、腋臭防止剤や消臭剤、防臭剤、制汗剤、衛生用品
、衛生綿類、ウエットティシュ、歯磨き類、口中清涼剤、含嗽剤、食器洗浄剤等にも使用
することができる。
【００２８】
　飲食品組成物としては、そのまま又は種々の栄養補給、滋養強壮、疲労回復、体質改善
等を加えて、飲食品中に含有せしめて、栄養補助食品、健康補助食品、栄養調整食品、保
健機能食品、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品、サプリメント、食品素材
として食される。例えば、上述した適当な助剤を添加した後、慣用の手段を用いて、食用
に適した形態、例えば、顆粒状、粒状、錠剤、カプセル、ペースト等に成形して食用に供
しても良く、又、種々の食品、例えば、かまぼこ、ちくわ等の加工水産ねり製品、ソーセ
ージ、ハム等の畜産製品、洋菓子類、和菓子類、生めん、中華めん、ゆでめん、ソバ等の
めん類、ソース、醤油、タレ、砂糖、ハチミツ、粉末あめ、水あめ等の調味料、カレー粉
、からし粉、コショウ粉等の香辛料、ジャム、マーマレード、チョコレートスプレッド、
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漬物、そう菜、ふりかけ、又は各種野菜・果実の缶詰・瓶詰等の加工野菜・果実類、チー
ズ、バター、ヨーグルト等の乳製品、みそ汁、スープ、果実ジュース、野菜ジュース、乳
清飲料、清涼飲料、酒類等の飲料、流動食等の一般嗜好性飲食品に添加して使用すること
ができ、又、ペットフード、動植物用飼料等にも使用することができる。
【００２９】
　医薬品組成物としては、経口投与又は非経口投与のいずれも採用することができる。投
与に際しては、有効成分を経口投与、直腸内投与、注射等の投与方法に適した固体又は液
体の医薬用無毒性担体と混合して、慣用の医薬製剤の形態で投与することができる。この
ような製剤としては、例えば、錠剤、顆粒剤、散剤、カプセル剤等の固形剤、溶液剤、懸
濁剤、乳剤等の液剤、凍結乾燥製剤等が挙げられ、これらの製剤は製剤上の常套手段によ
り調製することができる。上記の医薬用無毒性担体としては、例えば、グルコース、乳糖
、ショ糖、澱粉、マンニトール、デキストリン、脂肪酸グリセリド、ポリエチレングルコ
ール、ヒドロキシエチルデンプン、エチレングリコール、ポリオキシエチレンソルビタン
脂肪酸エステル、アミノ酸、ゼラチン、アルブミン、水、生理食塩水等が挙げられる。又
、必要に応じて、安定化剤、湿潤剤、乳化剤、結合剤、張化剤等の慣用の添加剤を適宜添
加して、使用することができる。
【００３０】
　尚、本発明の前駆脂肪細胞増殖促進剤、又、各種組成物（皮膚化粧料、頭髪化粧料、飲
食品組成物、医薬品組成物）には、前記の必須成分に加え必要に応じ、本発明の効果を損
なわない範囲内で、下記に例示する成分や添加剤を任意に選択・併用して各種製剤を製造
することができ、製剤中における含有量は、特に限定されないが、通常0.0001～50％の濃
度範囲が好ましい。
【００３１】
　油性基剤としては、セタノール、ミリスチルアルコール、オレイルアルコール、ラウリ
ルアルコール、セトステアリルアルコール、ステアリルアルコール、アラキルアルコール
、ベヘニルアルコール、ホホバアルコール、キミルアルコール、セラキルアルコール、バ
チルアルコール、ヘキシルデカノール、イソステアリルアルコール、２－オクチルドデカ
ノール、ダイマージオール等の高級アルコール類；ベンジルアルコール等のアラルキルア
ルコール及び誘導体；ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、イソス
テアリン酸、ベヘン酸、ウンデシレン酸、１２－ヒドロキシステアリン酸、パルミトオレ
イン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレイン酸、エルカ酸、ドコサヘキサエン酸、エイ
コサペンタエン酸、イソヘキサデカン酸、アンテイソヘンイコサン酸、長鎖分岐脂肪酸、
ダイマー酸、水素添加ダイマー酸等の高級脂肪酸類及びそのアルミニウム塩、カルシウム
塩、マグネシウム塩、亜鉛塩、ナトリウム塩、カリウム塩等の金属石けん類、及びエタノ
ールアミン塩等のアミン塩、及びアミド等の含窒素誘導体類；流動パラフィン（ミネラル
オイル）、重質流動イソパラフィン、軽質流動イソパラフィン、α－オレフィンオリゴマ
ー、ポリイソブテン、水添ポリイソブテン、ポリブテン、スクワラン、オリーブ由来スク
ワラン、スクワレン、ワセリン、固型パラフィン等の炭化素類；キャンデリラワックス、
カルナウバワックス、ライスワックス、木ろう、みつろう、モンタンワックス、オゾケラ
イト、セレシン、パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、ペトロラタム、
フィッシャートロプシュワックス、ポリエチレンワックス、エチレン・プロピレンコポリ
マー等のワックス類；ヤシ油、パーム油、パーム核油、サフラワー油、オリーブ油、ヒマ
シ油、アボカド油、ゴマ油、茶油、月見草油、小麦胚芽油、マカデミアナッツ油、ヘーゼ
ルナッツ油、ククイナッツ油、ローズヒップ油、メドウフォーム油、パーシック油、ティ
ートリー油、ハッカ油、トウモロコシ油、ナタネ油、ヒマワリ油、小麦胚芽油、アマニ油
、綿実油、大豆油、落花生油、コメヌカ油、カカオ脂、シア脂、水素添加ヤシ油、水素添
加ヒマシ油、ホホバ油、水素添加ホホバ油等の植物油脂類；牛脂、乳脂、馬脂、卵黄油、
ミンク油、タートル油等の動物性油脂類；鯨ロウ、ラノリン、オレンジラッフィー油等の
動物性ロウ類；液状ラノリン、還元ラノリン、吸着精製ラノリン、酢酸ラノリン、酢酸液
状ラノリン、ヒドロキシラノリン、ポリオキシエチレンラノリン、ラノリン脂肪酸、硬質
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ラノリン脂肪酸、ラノリンアルコール、酢酸ラノリンアルコール、酢酸（セチル・ラノリ
ル）エステル等のラノリン類；レシチン、ホスファチジルコリン、ホスファチジルエタノ
ールアミン、ホスファチジルセリン、ホスファチジルグリセロール、ホスファチジルイノ
シトール、スフィンゴミエリン等のスフィンゴリン脂質、ホスファチジン酸、リゾレシチ
ン等のリン脂質類；水素添加大豆リン脂質、部分水素添加大豆リン脂質、水素添加卵黄リ
ン脂質、部分水素添加卵黄リン脂質等のリン脂質誘導体類；コレステロール、ジヒドロコ
レステロール、ラノステロール、ジヒドロラノステロール、フィトステロール、コール酸
等のステロール類；サポゲニン類；サポニン類；酢酸コレステリル、ノナン酸コレステリ
ル、ステアリン酸コレステリル、イソステアリン酸コレステリル、オレイン酸コレステリ
ル、Ｎ－ラウロイル－Ｌ－グルタミン酸ジ（コレステリル／ベヘニル／オクチルドデシル
）、Ｎ－ラウロイル－Ｌ－グルタミン酸ジ（コレステリル／オクチルドデシル）、Ｎ－ラ
ウロイル－Ｌ－グルタミン酸ジ（フィトステリル／ベヘニル／オクチルドデシル）、Ｎ－
ラウロイル－Ｌ－グルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）、Ｎ－ラウロイ
ルサルコシンイソプロピル等のアシルサルコシンアルキルエステル、１２－ヒドロキシス
テアリン酸コレステリル、マカデミアナッツ油脂肪酸コレステリル、マカデミアナッツ油
脂肪酸フィトステリル、イソステアリン酸フィトステリル、軟質ラノリン脂肪酸コレステ
リル、硬質ラノリン脂肪酸コレステリル、長鎖分岐脂肪酸コレステリル、長鎖α－ヒドロ
キシ脂肪酸コレステリル等のステロールエステル類；リン脂質・コレステロール複合体、
リン脂質・フィトステロール複合体等の脂質複合体；ミリスチン酸オクチルドデシル、ミ
リスチン酸ヘキシルデシル、イソステアリン酸オクチルドデシル、パリミチン酸セチル、
パルミチン酸オクチルドデシル、オクタン酸セチル、オクタン酸ヘキシルデシル、イソノ
ナン酸イソトリデシル、イソノナン酸イソノニル、イソノナン酸オクチル、イソノナン酸
イソトリデシル、ネオペンタン酸イソデシル、ネオペンタン酸イソトリデシル、ネオペン
タン酸イソステアリル、ネオデカン酸オクチルドデシル、オレイン酸オレイル、オレイン
酸オクチルドデシル、リシノレイン酸オクチルドデシル、ラノリン脂肪酸オクチルドデシ
ル、ジメチルオクタン酸ヘキシルデシル、エルカ酸オクチルドデシル、イソステアリン酸
硬化ヒマシ油、オレイン酸エチル、アボカド油脂肪酸エチル、ミリスチン酸イソプロピル
、パルミチン酸イソプロピル、パルミチン酸オクチル、イソステアリン酸イソプロピル、
ラノリン脂肪酸イソプロピル、クエン酸トリエチル等のモノアルコールカルボン酸エステ
ル類；乳酸セチル、リンゴ酸ジイソステアリル、モノイソステアリン酸水添ヒマシ油等の
オキシ酸エステル類；トリオクタン酸グリセリル、トリオレイン酸グリセリル、トリイソ
ステアリン酸グリセリル、ジイソステアリン酸グリセリル、トリ（カプリル酸／カプリン
酸）グリセリル、トリ（カプリル酸／カプリン酸／ミリスチン酸／ステアリン酸）グリセ
リル、水添ロジントリグリセリド（水素添加エステルガム）、ロジントリグリセリド（エ
ステルガム）、ベヘン酸エイコサン二酸グリセリル、（テトラデカン二酸／エイコサン二
酸）グリセリル、（テトラデカン二酸／エイコサン二酸）ポリグリセリル－１０、トリオ
クタン酸トリメチロールプロパン、トリイソステアリン酸トリメチロールプロパン、ジオ
クタン酸ネオペンチルグリコール、ジカプリン酸ネオペンチルグリコール、ジオクタン酸
２－ブチル－２－エチル－１，３－プロパンジオール、ジネオペンタン酸３－メチル－１
，５－ペンタンジオール、ジネオペンタン酸２，４－ジエチル－１，５－ペンタンジオー
ル、ジオレイン酸プロピレングリコール、テトラオクタン酸ペンタエリスリチル、水素添
加ロジンペンタエリスリチル、トリエチルヘキサン酸ジトリメチロールプロパン、（イソ
ステアリン酸／セバシン酸）ジトリメチロールプロパン、トリエチルヘキサン酸ペンタエ
リスリチル、（ヒドロキシステアリン酸／ステアリン酸／ロジン酸）ジペンタエリスリチ
ル、ジイソステアリン酸ジグリセリル、テトライソステアリン酸ポリグリセリル、ノナイ
ソステアリン酸ポリグリセリル－１０、デカ（エルカ酸／イソステアリン酸／リシノレイ
ン酸）ポリグリセリル－８、（ヘキシルデカン酸／セバシン酸）ジグリセリルオリゴエス
テル、ジステアリン酸グリコール（ジステアリン酸エチレングリコール）等の多価アルコ
ール脂肪酸エステル類；ダイマージリノール酸ジイソプロピル、ダイマージリノール酸ジ
イソステアリル、ダイマージリノール酸ジ（イソステアリル／フィトステリル）、ダイマ
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ージリノール酸（フィトステリル／ベヘニル）、ダイマージリノール酸（フィトステリル
／イソステアリル／セチル／ステアリル／ベヘニル）、ダイマージリノール酸ダイマージ
リノレイル、ダイマージリノール酸ダイマージリノレイルビス（フィトステリル／ベヘニ
ル／イソステアリル）、ジイソステアリン酸ダイマージリノレイル、ダイマージリノレイ
ル水添ロジン縮合物、ダイマージリノール酸硬化ヒマシ油、ヒドロキシアルキルダイマー
ジリノレイルエーテル等のダイマー酸若しくはダイマージオールの誘導体；ヤシ油脂肪酸
モノエタノールアミド（コカミドＭＥＡ）、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド（コカミド
ＤＥＡ）、ラウリン酸モノエタノールアミド（ラウラミドＭＥＡ）、ラウリン酸ジエタノ
ールアミド（ラウラミドＤＥＡ）、ラウリン酸モノイソプロパノールアミド（ラウラミド
ＭＩＰＡ）、パルミチン酸モノエタノールアミド（パルタミドＭＥＡ）、パルミチン酸ジ
エタノールアミド（パルタミドＤＥＡ）、ヤシ油脂肪酸メチルエタノールアミド（コカミ
ドメチルＭＥＡ）等の脂肪酸アルカノールアミド類；ジメチコン（ジメチルポリシロキサ
ン）、高重合ジメチコン（高重合ジメチルポリシロキサン）、シクロメチコン（環状ジメ
チルシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン）、フェニルトリメチコン、ジフェ
ニルジメチコン、フェニルジメチコン、ステアロキシプロピルジメチルアミン、（アミノ
エチルアミノプロピルメチコン／ジメチコン）コポリマー、ジメチコノール、ジメチコノ
ールクロスポリマー、シリコーン樹脂、シリコーンゴム、アミノプロピルジメチコン及び
アモジメチコン等のアミノ変性シリコーン、カチオン変性シリコーン、ジメチコンコポリ
オール等のポリエーテル変性シリコーン、ポリグリセリン変性シリコーン、糖変性シリコ
ーン、カルボン酸変性シリコーン、リン酸変性シリコーン、硫酸変性シリコーン、アルキ
ル変性シリコーン、脂肪酸変性シリコーン、アルキルエーテル変性シリコーン、アミノ酸
変性シリコーン、ペプチド変性シリコーン、フッ素変性シリコーン、カチオン変性及びポ
リエーテル変性シリコーン、アミノ変性及びポリエーテル変性シリコーン、アルキル変性
及びポリエーテル変性シリコーン、ポリシロキサン・オキシアルキレン共重合体等のシリ
コーン類；パーフルオロデカン、パーフルオロオクタン、パーフルオロポリエーテル等の
フッ素系油剤類が、好ましいものとして挙げられる。
【００３２】
　保湿剤・感触向上剤としては、水（水としては、常水、精製水の他、硬水、軟水、天然
水、海洋深層水、電解アルカリイオン水、電解酸性イオン水、イオン水、クラスター水を
含む）、グリセリン、１，３－ブチレングリコール、プロピレングリコール、３－メチル
－１，３－ブタンジオール、１，３－プロパンジオール、２－メチル－１，３－プロパン
ジオール、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール、ヘキシレングリコール、ジ
グリセリン、ポリグリセリン、ジエチレングリコール、ポリエチレングリコール、ジプロ
ピレングリコール、ポリプロピレングリコール、エチレングリコール・プロピレングリコ
ール共重合体等のポリオール類及びその重合体；ジエチレングリコールモノエチルエーテ
ル（エトキシジグリコール）、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコ
ールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールジブチルエーテル等のグリコールアルキ
ルエーテル類；ソルビトール、キシリトール、エリスリトール、マンニトール、マルチト
ール等の糖アルコール類；グルコース、フルクトース、ガラクトース、マンノース、トレ
オース、キシロース、アラビノース、フコース、リボース、デオキシリボース、マルトー
ス、トレハロース、ラクトース、ラフィノース、グルコン酸、グルクロン酸、β－グルカ
ン、キチン、キトサン、ヘパリン及び誘導体、ペクチン、アラビノガラクタン、デキスト
リン、デキストラン、グリコーゲン、エチルグルコシド、メタクリル酸グルコシルエチル
重合物若しくは共重合物等の糖類及びその誘導体類；ヒアルロン酸、ヒアルロン酸ナトリ
ウム；コンドロイチン硫酸ナトリウム；ムコイチン硫酸、カロニン硫酸、ケラト硫酸、デ
ルマタン硫酸；シロキクラゲ抽出物、シロキクラゲ多糖体、；フコイダン；チューベロー
ス多糖体等の天然由来多糖体；クエン酸、酒石酸、乳酸等の有機酸及びその塩；尿素；２
－ピロリドン－５－カルボン酸及びそのナトリウム等の塩；ベタイン（トリメチルグリシ
ン）、プロリン、ヒドロキシプロリン、アルギニン、リジン、セリン、グリシン、アラニ
ン、フェニルアラニン、チロシン、β－アラニン、スレオニン、グルタミン酸、グルタミ
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ン、アスパラギン、アスパラギン酸、システイン、シスチン、メチオニン、ロイシン、イ
ソロイシン、バリン、トリプトファン、ヒスチジン、タウリン等のアミノ酸類及びその塩
；コラーゲン、魚由来コラーゲン、アテロコラーゲン、ゼラチン、エラスチン、コラーゲ
ン分解ペプチド、加水分解コラーゲン、塩化ヒドロキシプロピルアンモニウム加水分解コ
ラーゲン、エラスチン分解ペプチド、ケラチン分解ペプチド、加水分解ケラチン、コンキ
オリン分解ペプチド、加水分解コンキオリン、シルク蛋白分解ペプチド、加水分解シルク
、ラウロイル加水分解シルクナトリウム、大豆蛋白分解ペプチド、小麦蛋白分解ペプチド
、加水分解小麦蛋白、カゼイン分解ペプチド、アシル化ペプチド等の蛋白ペプチド類及び
その誘導体；パルミトイルオリゴペプチド、パルミトイルペンタペプチド、パルミトイル
テトラペプチド等のアシル化ペプチド類；シリル化ペプチド類；乳酸菌培養液、酵母抽出
液、卵殻膜タンパク、牛顎下腺ムチン、ヒポタウリン、ゴマリグナン配糖体、グルタチオ
ン、アルブミン、乳清；塩化コリン、ホスホリルコリン；胎盤抽出液、エアラスチン、コ
ラーゲン、アロエ抽出物、ハマメリス水、ヘチマ水、カモミラエキス、カンゾウエキス、
コンフリーエキス、シルクエキス、イザヨイバラエキス、セイヨウノコギリソウエキス、
ユーカリエキス、メリロートエキス等の動物・植物抽出成分、天然型セラミド（タイプ１
、２、３、４、５、６）、ヒドロキシセラミド、疑似セラミド、スフィンゴ糖脂質、セラ
ミド及び糖セラミド含有エキス等のセラミド類が好ましいものとして挙げられる。
【００３３】
　界面活性剤としては、陰イオン性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン性界面活
性剤、両性界面活性剤、高分子界面活性剤等が好ましいものとして挙げられる。界面活性
剤のＨＬＢには特に制限はなく、１程度の低いものから２０程度の高いものまで使用でき
、ＨＬＢが低いものと高いものを組み合わせることも好ましい。界面活性剤として好まし
いものを例示すると、陰イオン性界面活性剤では、ラウリン酸カリウム、ミリスチン酸カ
リウム等の脂肪酸塩；ラウリル硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸トリエタノールアミン、ラ
ウリル硫酸アンモニウム等のアルキル硫酸エステル塩；ラウレス硫酸ナトリウム、ラウレ
ス硫酸トリエタノールアミン等のポリオキシエチレンアルキル硫酸塩；ココイルメチルタ
ウリンナトリウム、ココイルメチルタウリンカリウム、ラウロイルメチルタウリンナトリ
ウム、ミリストイルメチルタウリンナトリウム、ラウロイルメチルアラニンナトリウム、
ラウロイルサルコシンナトリウム、ラウロイルサルコシントリエタノールアミン、ラウロ
イルグルタミン酸メチルアラニンナトリウム等のアシルＮ－メチルアミノ酸塩；ココイル
グルタミン酸ナトリウム、ココイルグルタミン酸トリエタノールアミン、ラウロイルグル
タミン酸ナトリウム、ミリストイルグルタミン酸ナトリウム、ステアロイルグルタミン酸
ナトリウム、パルミトイルアスパラギン酸ジトリエタノールアミン、ココイルアラニント
リエタノールアミン等のアシルアミノ酸塩；ラウレス酢酸ナトリウム等のポリオキシエチ
レンアルキルエーテル酢酸塩；ラウロイルモノエタノールアミドコハク酸ナトリウム等の
コハク酸エステル塩；脂肪酸アルカノールアミドエーテルカルボン酸塩；アシル乳酸塩；
ポリオキシエチレン脂肪アミン硫酸塩；脂肪酸アルカノールアミド硫酸塩；硬化ヤシ油脂
肪酸グリセリン硫酸ナトリウム等の脂肪酸グリセリド硫酸塩；アルキルベンゼンポリオキ
シエチレン硫酸塩；α－オレフィンスルホン酸ナトリウム等のオレフィンスルホン酸塩；
スルホコハク酸ラウリル２ナトリウム、スルホコハク酸ジオクチルナトリウム等のアルキ
ルスルホコハク酸塩；スルホコハク酸ラウレス２ナトリウム、モノラウロイルモノエタノ
ールアミドポリオキシエチレンスルホコハク酸ナトリウム、ラウリルポリプロピレングリ
コールスルホコハク酸ナトリウム等のアルキルエーテルスルホコハク酸塩；テトラデシル
ベンゼンスルホン酸ナトリウム、テトラデシルベンゼンスルホン酸トリエタノールアミン
等のアルキルベンゼンスルホン酸塩；アルキルナフタレンスルホン酸塩；アルカンスルホ
ン酸塩；α－スルホ脂肪酸メチルエステル塩；アシルイセチオン酸塩；アルキルグリシジ
ルエーテルスルホン酸塩；アルキルスルホ酢酸塩；ラウレスリン酸ナトリウム、ジラウレ
スリン酸ナトリウム、トリラウレスリン酸ナトリウム、モノオレスリン酸ナトリウム等の
アルキルエーテルリン酸エステル塩；ラウリルリン酸カリウム等のアルキルリン酸エステ
ル塩；カゼインナトリウム；アルキルアリールエーテルリン酸塩；脂肪酸アミドエーテル
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リン酸塩；ホスファチジルグリセロール、ホスファチジルイノシトール、ホスファチジン
酸等のリン脂質類；カルボン酸変性シリコーン、リン酸変性シリコーン、硫酸変性シリコ
ーン等のシリコーン系陰イオン性界面活性剤等；非イオン界面活性剤では、ラウレス（ポ
リオキシエチレンラウリルエーテル）類、セテス（ポリオキシエチレンセチルエーテル）
類、ステアレス（ポリオキシエチレンステアリルエーテル）類、ベヘネス類（ポリオキシ
エチレンベヘニルエーテル）、イソステアレス（ポリオキシエチレンイソステアリルエー
テル）類、オクチルドデセス（ポリオキシエチレンオクチルドデシルエーテル）類等の種
々のポリオキシエチレン付加数のポリオキシエチレンアルキルエーテル類；ポリオキシエ
チレンアルキルフェニルエーテル；ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレ
ンヒマシ油、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油モノイソステアレート、ポリオキシエチレ
ン硬化ヒマシ油トリイソステアレート、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油モノピログルタ
ミン酸モノイソステアリン酸ジエステル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油マレイン酸等
のヒマシ油及び硬化ヒマシ油誘導体；ポリオキシエチレンフィトステロール；ポリオキシ
エチレンコレステロール；ポリオキシエチレンコレスタノール；ポリオキシエチレンラノ
リン；ポリオキシエチレン還元ラノリン；ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレンセ
チルエーテル、ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン２－デシルテトラデシルエー
テル、ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレンモノブチルエーテル、ポリオキシエチ
レン・ポリオキシプロピレン水添ラノリン、ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン
グリセリンエーテル等のポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレンアルキルエーテル；
ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレングリコール；ＰＰＧ－９ジグリセリル等の（
ポリ）グリセリンポリオキシプロピレングリコール；ステアリン酸グリセリル、イソステ
アリン酸グリセリル、パルミチン酸グリセリル、ミリスチン酸グリセリル、オレイン酸グ
リセリル、ヤシ油脂肪酸グリセリル、モノ綿実油脂肪酸グリセリン、モノエルカ酸グリセ
リン、セスキオレイン酸グリセリン、α，α’－オレイン酸ピログルタミン酸グリセリン
、モノステアリン酸グリセリンリンゴ酸等のグリセリン脂肪酸部分エステル類；ステアリ
ン酸ポリグリセリル－２、同３、同４、同５、同６、同８、同１０、ジステアリン酸ポリ
グリセリル－６、同１０、トリステアリン酸ポリグリセリル－２、デカステアリン酸ポリ
グリセリル－１０、イソステアリン酸ポリグリセリル－２、同３、同４、同５、同６、同
８、同１０、ジイソステアリン酸ポリグリセリル－２（ジイソステアリン酸ジグリセリル
）、同３、同１０、トリイソステアリン酸ポリグリセリル－２、テトライソステアリン酸
ポリグリセリル－２、デカイソステアリン酸ポリグリセリル－１０、オレイン酸ポリグリ
セリル－２、同３、同４、同５、同６、同８、同１０、ジオレイン酸ポリグリセリル－６
、トリオレイン酸ポリグリセリル－２、デカオレイン酸ポリグリセリル－１０等のポリグ
リセリン脂肪酸エステル；モノステアリン酸エチレングリコール等のエチレングリコール
モノ脂肪酸エステル；モノステアリン酸プロピレングリコール等のプロピレングリコール
モノ脂肪酸エステル；ペンタエリスリトール部分脂肪酸エステル；ソルビトール部分脂肪
酸エステル；マルチトール部分脂肪酸エステル；マルチトールエーテル；ソルビタンモノ
オレエート、ソルビタンモノイソステアレート、ソルビタンモノラウレート、ソルビタン
モノパルミテート、ソルビタンモノステアレート、ソルビタンセスキオレエート、ソルビ
タントリオレエート、ペンタ－２－エチルヘキシル酸ジグリセロールソルビタン、テトラ
－２－エチルヘキシル酸ジグリセロールソルビタン等のソルビタン脂肪酸エステル；ショ
糖脂肪酸エステル、メチルグルコシド脂肪酸エステル、ウンデシレン酸トレハロース等の
糖誘導体部分エステル；カプリリルグルコシド等のアルキルグルコシド；アルキルポリグ
リコシド；ラノリンアルコール；還元ラノリン；ポリオキシエチレンジステアレート、ポ
リチレングリコールジイソステアレート、ポリオキシエチレンモノオレエート、ポリオキ
シエチレンジオレエート等のポリオキシエチレン脂肪酸モノ及びジエステル；ポリオキシ
エチレン・プロピレングリコール脂肪酸エステル；ポリオキシエチレングリセリンモノス
テアレート、ポリオキシエチレングリセリンモノイソステアレート、ポリオキシエチレン
グリセリントリイソステアレート等のポリオキシエチレンモノオレエート等のポリオキシ
エチレングリセリン脂肪酸エステル；ポリオキシエチレンソルビタンモノオレエート、ポ
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リオキシエチレンソルビタンモノステアレート、ポリオキシエチレンソルビタンモノオレ
ート、ポリオキシエチレンソルビタンテトラオレエート等のポリオキシエチレンソルビタ
ン脂肪酸エステル；ポリオキシエチレンソルビトールモノラウレート、ポリオキシエチレ
ンソルビトールモノオレエート、ポリオキシエチレンソルビトールペンタオレエート、ポ
リオキシエチレンソルビトールモノステアレート等のポリオキシエチレンソルビトール脂
肪酸エステル；ポリオキシエチレンメチルグルコシド脂肪酸エステル；ポリオキシエチレ
ンアルキルエーテル脂肪酸エステル；ポリオキシエチレンソルビトールミツロウ等のポリ
オキシエチレン動植物油脂類；イソステアリルグリセリルエーテル、キミルアルコール、
セラキルアルコール、バチルアルコール等のアルキルグリセリルエーテル類；多価アルコ
ールアルキルエーテル；ポリオキシエチレンアルキルアミン；テトラポリオキシエチレン
・テトラポリオキシプロピレン－エチレンジアミン縮合物類；サポニン、ソホロリピッド
等の天然系界面活性剤；ポリオキシエチレン脂肪酸アミド；ヤシ油脂肪酸モノエタノール
アミド（コカミドＭＥＡ）、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド（コカミドＤＥＡ）、ラウ
リン酸モノエタノールアミド（ラウラミドＭＥＡ）、ラウリン酸ジエタノールアミド（ラ
ウラミドＤＥＡ）、ラウリン酸モノイソプロパノールアミド（ラウラミドＭＩＰＡ）、パ
ルミチン酸モノエタノールアミド（パルタミドＭＥＡ）、パルミチン酸ジエタノールアミ
ド（パルタミドＤＥＡ）、ヤシ油脂肪酸メチルエタノールアミド（コカミドメチルＭＥＡ
）等の脂肪酸アルカノールアミド類；ラウラミンオキシド、コカミンオキシド、ステアラ
ミンオキシド、ベヘナミンオキシド等のアルキルジメチルアミンオキシド；アルキルエト
キシジメチルアミンオキシド；ポリオキシエチレンアルキルメルカプタン；ジメチコンコ
ポリオール等のポリエーテル変性シリコーン、ポリシロキサン・オキシアルキレン共重合
体、ポリグリセリン変性シリコーン、糖変性シリコーン等のシリコーン系非イオン性界面
活性剤等；陽イオン性界面活性剤では、ベヘントリモニウムクロリド、ステアルトリモニ
ウムクロリド、セトリモニウムクロリド、ラウリルトリモニウムクロリド等のアルキルト
リメチルアンモニウムクロリド；ステアリルトリモニウムブロミド等のアルキルトリメチ
ルアンモニウムブロミド；ジステアリルジモニウムクロリド、ジココジモニウムクロリド
等のジアルキルジメチルアンモニウムクロリド；ステアラミドプロピルジメチルアミン、
ステアラミドエチルジエチルアミン等の脂肪酸アミドアミン及びその塩；ステアロキシプ
ロピルジメチルアミン等のアルキルエーテルアミン及びその塩又は四級塩；エチル硫酸長
鎖分岐脂肪酸（１２～３１）アミノプロピルエチルジメチルアンモニウム、エチル硫酸ラ
ノリン脂肪酸アミノプロピルエチルジメチルアンモニウム等の脂肪酸アミド型四級アンモ
ニウム塩；ポリオキシエチレンアルキルアミン及びその塩又は四級塩；アルキルアミン塩
；脂肪酸アミドグアニジウム塩；アルキルエーテルアミンモニウム塩；アルキルトリアル
キレングリコールアンモニウム塩；ベンザルコニウム塩；ベンゼトニウム塩；塩化セチル
ピリジニウム等のピリジニウム塩；イミダゾリニウム塩；アルキルイソキノリニウム塩；
ジアルキルモリホニウム塩；ポリアミン脂肪酸誘導体；アミノプロピルジメチコン及びア
モジメチコン等のアミノ変性シリコーン、カチオン変性シリコーン、カチオン変性及びポ
リエーテル変性シリコーン、アミノ変性及びポリエーテル変性シリコーン等のシリコーン
系陽イオン性界面活性剤等；両性界面活性剤では、ラウリルベタイン（ラウリルジメチル
アミノ酢酸ベタイン）等のＮ－アルキル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ酸ベタイン；コカミド
プロピルベタイン、ラウラミドプロピルベタイン等の脂肪酸アミドアルキル－Ｎ，Ｎ－ジ
メチルアミノ酸ベタイン；ココアンホ酢酸ナトリウム、ラウロアンホ酢酸ナトリウム等の
イミダゾリン型ベタイン；アルキルジメチルタウリン等のアルキルスルホベタイン；アル
キルジメチルアミノエタノール硫酸エステル等の硫酸型ベタイン；アルキルジメチルアミ
ノエタノールリン酸エステル等のリン酸型ベタイン；ホスファチジルコリン、ホスファチ
ジルエタノールアミン、ホスファチジルセリン、スフィンゴミエリン等のスフィンゴリ
ン脂質、リゾレシチン、水素添加大豆リン脂質、部分水素添加大豆リン脂質、水素添加卵
黄リン脂質、部分水素添加卵黄リン脂質、水酸化レシチン等のリン脂質類；シリコーン系
両性界面活性剤等；高分子界面活性剤では、ポリビニルアルコール、アルギン酸ナトリウ
ム、デンプン誘導体、トラガントガム、アクリル酸・メタアクリル酸アルキル共重合体、
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２－メタクロイルオキシエチルホスホリルコリン・ステアリルメタクリレート共重合体；
シリコーン系各種界面活性剤が好ましいものとして挙げられる。
【００３４】
　高分子・増粘剤・ゲル化剤としては、グアーガム、ローカストビーンガム、クィーンス
シード、カラギーナン、ガラクタン、アラビアガム、タラガム、タマリンド、ファーセレ
ラン、カラヤガム、トロロアオイ、キャラガム、トラガントガム、ペクチン、ペクチン酸
及びナトリウム塩等の塩、アルギン酸及びナトリウム塩等の塩、マンナン；コメ、トウモ
ロコシ、バレイショ、コムギ等のデンプン；キサンタンガム、デキストラン、サクシノグ
ルカン、カードラン、ヒアルロン酸及びその塩、ザンサンガム、プルラン、ジェランガム
、キチン、キトサン、寒天、カッソウエキス、コンドロイチン硫酸塩、カゼイン、コラー
ゲン、ゼラチン、アルブミン；メチルセルロース、エチルセルロース、ヒドロキシエチル
セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシメチルセルロース及びそのナト
リウム等の塩、メチルヒドロキシプロピルセルロース、セルロース硫酸ナトリウム、ジア
ルキルジメチルアンモニウム硫酸セルロース、結晶セルロース、セルロース末等のセルロ
ース及びその誘導体；可溶性デンプン、カルボキシメチルデンプン、メチルヒドロキシプ
ロピルデンプン、メチルデンプン等のデンプン系高分子、塩化ヒドロキシプロピルトリモ
ニウムデンプン、オクテニルコハク酸トウモロコシデンプンアルミニウム等のデンプン誘
導体；アルギン酸ナトリウム、アルギン酸プロピレングリコールエステル等アルギン酸誘
導体；ポリビニルピドリドン（ＰＶＰ）、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、ビニルピド
リドン・ビニルアルコール共重合体、ポリビニルメチルエーテル；ポリエチレングリコー
ル、ポリプロピレングリコール、ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン共重合体；
（メタクリロイルオキシエチルカルボキシベタイン／メタクリル酸アルキル）コポリマー
、（アクリレーツ／アクリル酸ステアリル／メタクリル酸エチルアミンオキシド）コポリ
マー等の両性メタクリル酸エステル共重合体；（ジメチコン／ビニルジメチコン）クロス
ポリマー、（アクリル酸アルキル／ジアセトンアクリルアミド）コポリマー、（アクリル
酸アルキル／ジアセトンアクリルアミド）コポリマーＡＭＰ；ポリ酢酸ビニル部分けん化
物、マレイン酸共重合体；ビニルピロリドン・メタクリル酸ジアルキルアミノアルキル共
重合体；アクリル樹脂アルカノールアミン；ポリエステル、水分散性ポリエステル；ポリ
アクリルアミド；ポリアクリル酸エチル等のポリアクリル酸エステル共重合体、カルボキ
シビニルポリマー、ポリアクリル酸及びそのナトリウム塩等の塩、アクリル酸・メタアク
リル酸エステル共重合体；アクリル酸・メタアクリル酸アルキル共重合体；ポリクオタニ
ウム－１０等のカチオン化セルロース、ポリクオタニウム－７等のジアリルジメチルアン
モニウムクロリド・アクリルアミド共重合体、ポリクオタニウム－２２等のアクリル酸・
ジアリルジメチルアンモニウムクロリド共重合体、ポリクオタニウム－３９等のアクリル
酸・ジアリルジメチルアンモニウムクロリド・アクリルアミド共重合体、アクリル酸・カ
チオン化メタアクリル酸エステル共重合体、アクリル酸・カチオン化メタアクリル酸アミ
ド共重合体、ポリクオタニウム－４７等のアクリル酸・アクリル酸メチル・塩化メタクリ
ルアミドプロピルトリメチルアンモニウム共重合体、塩化メタクリル酸コリンエステル重
合体；カチオン化オリゴ糖、カチオン化デキストラン、グアーヒドロキシプロピルトリモ
ニウムクロリド等のカチオン化多糖類；ポリエチレンイミン；カチオンポリマー；ポリク
オタニウム－５１等の２－メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリンの重合体及びメ
タクリル酸ブチル共重合体等との共重合体；アクリル樹脂エマルジョン、ポリアクリル酸
エチルエマルジョン、ポリアクリルアルキルエステルエマルジョン、ポリ酢酸ビニル樹脂
エマルジョン、天然ゴムラテックス、合成ラテックス等の高分子エマルジョン；ニトロセ
ルロース；ポリウレタン類及び各種共重合体；各種シリコーン類；アクリル－シリコーン
グラフト共重合体等のシリコーン系各種共重合体；各種フッ素系高分子；１２－ヒドロキ
システアリン酸及びその塩；パルミチン酸デキストリン、ミリスチン酸デキストリン等の
デキストリン脂肪酸エステル；無水ケイ酸、煙霧状シリカ（超微粒子無水ケイ酸）、ケイ
酸アルミニウムマグネシウム、ケイ酸ナトリウムマグネシウム、金属石鹸、ジアルキルリ
ン酸金属塩、ベントナイト、ヘクトライト、有機変性粘土鉱物、ショ糖脂肪酸エステル、
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フラクトオリゴ糖脂肪酸エステルが好ましいものとして挙げられる。
【００３５】
　溶剤・噴射剤類としては、エタノール、２－プロパノール（イソプロピルアルコール）
、ブタノール、イソブチルアルコール等の低級アルコール類；プロピレングリコール、１
，３－ブチレングリコール、ジエチレングリコール、ジプロピレングリコール、イソペン
チルジオール等のグリコール類；ジエチレングリコールモノエチルエーテル（エトキシジ
グリコール）、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノブチル
エーテル、トリエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールジエチル
エーテル、ジエチレングリコールジブチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエ
ーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル等のグリコールエーテル類；エチレ
ングリコールモノエチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノエチルエーテル
アセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート等のグリコールエーテ
ルエステル類；コハク酸ジエトキシエチル、エチレングリコールジサクシネート等のグリ
コールエステル類；ベンジルアルコール、ベンジルオキシエタノール、炭酸プロピレン、
炭酸ジアルキル、アセトン、酢酸エチル、Ｎ－メチルピロリドン；トルエン；フルオロカ
ーボン、次世代フロン；ＬＰＧ、ジメチルエーテル、炭酸ガス等の噴射剤が好ましいもの
として挙げられる。
【００３６】
　酸化防止剤としては、α－リポ酸、α－リポ酸の塩、及びα－リポ酸の誘導体；トコフ
ェロール（ビタミンＥ）、トコトリエノール、酢酸トコフェロール等のトコフェロール誘
導体；ＢＨＴ、ＢＨＡ；没食子酸プロピル等の没食子酸誘導体；ビタミンＣ（アスコルビ
ン酸）及び／又はその誘導体；エリソルビン酸及びその誘導体；亜硫酸ナトリウム等の亜
硫酸塩；亜硫酸水素ナトリウム等の亜硫酸水素塩；チオ硫酸ナトリウム等のチオ硫酸塩；
メタ亜硫酸水素塩；チオタウリン、ヒポタウリン；チオグリセロール、チオ尿素、チオグ
リコール酸、システイン塩酸塩が好ましいものとして挙げられる。還元剤としては、チオ
グリコール酸、システイン、システアミン等が好ましいものとして挙げられる。酸化剤と
しては、過酸化水素水、過硫酸アンモニウム、臭素酸ナトリウム、過炭酸等が好ましいも
のとして挙げられる。
【００３７】
　防腐剤・抗菌剤としては、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン、ブチ
ルパラベン等のヒドロキシ安息香酸及びその塩若しくはそのエステル；サリチル酸；安息
香酸ナトリウム；フェノキシエタノール；１，２－ペンタンジオール、１，２－ヘキサン
ジオール等の１，２－ジオール；メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノ
ン等のイソチアゾリンオン誘導体；イミダゾリニウムウレア；デヒドロ酢酸及びその塩；
フェノール類；トリクロサン等のハロゲン化ビスフェノール類、酸アミド類、四級アンモ
ニウム塩類；トリクロロカルバニド、ジンクピリチオン、塩化ベンザルコニウム、塩化ベ
ンゼトニウム、ソルビン酸、クロルヘキシジン、グルコン酸クロルヘキシジン、ハロカル
バン、ヘキサクロロフェン、ヒノキチオール；フェノール、イソプロピルフェノール、ク
レゾール、チモール、パラクロロフェノール、フェニルフェノール、フェニルフェノール
ナトリウム等のその他フェノール類；フェニルエチルアルコール、感光素類、抗菌性ゼオ
ライト、銀イオンが好ましいものとして挙げられる。
【００３８】
　キレート剤としては、ＥＤＴＡ、ＥＤＴＡ２Ｎａ、ＥＤＴＡ３Ｎａ、ＥＤＴＡ４Ｎａ等
のエデト酸塩（エチレンジアミン四酢酸塩）；ＨＥＤＴＡ３Ｎａ等のヒドロキシエチルエ
チレンジアミン三酢酸塩；ペンテト酸塩（ジエチレントリアミン五酢酸塩）；フィチン酸
；エチドロン酸等のホスホン酸及びそのナトリウム塩等の塩類；シュウ酸ナトリウム；ポ
リアスパラギン酸、ポリグルタミン酸等のポリアミノ酸類；ポリリン酸ナトリウム、メタ
リン酸ナトリウム、リン酸；クエン酸ナトリウム、クエン酸、アラニン、ジヒドロキシエ
チルグリシン、グルコン酸、アスコルビン酸、コハク酸、酒石酸が好ましいものとして挙
げられる。
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【００３９】
　ｐＨ調整剤・酸・アルカリとしては、クエン酸、クエン酸ナトリウム、乳酸、乳酸ナト
リウム、グリコール酸、コハク酸、酢酸、酢酸ナトリウム、リンゴ酸、酒石酸、フマル酸
、リン酸、塩酸、硫酸、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールア
ミン、イソプロパノールアミン、トリイソプロパノールアミン、２－アミノ－２－メチル
－１，３ープロパンジオール、２－アミノ－２－ヒドロキシメチル－１，３ープロパンジ
オール、アルギニン、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アンモニア水、炭酸グアニジ
ン、炭酸アンモニウムが好ましいものとして挙げられる。
【００４０】
　粉体類としては、マイカ、タルク、カオリン、セリサイト、モンモリロナイト、カオリ
ナイト、雲母、白雲母、金雲母、合成雲母、紅雲母、黒雲母、パーミキュライト、炭酸マ
グネシウム、炭酸カルシウム、ケイ酸アルミニウム、ケイ酸バリウム、ケイ酸カルシウム
、ケイ酸マグネシウム、ケイ酸ストロンチウム、タングステン酸金属塩、マグネシウム、
ゼオライト、硫酸バリウム、焼成硫酸カルシウム、リン酸カルシウム、弗素アパタイト、
ヒドロキシアパタイト、セラミックパウダー、ベントナイト、スメクタイト、粘土、泥、
金属石鹸(例えば、ミリスチン酸亜鉛、パルミチン酸カルシウム、ステアリン酸アルミニ
ウム)、炭酸カルシウム、ベンガラ、黄酸化鉄、黒酸化鉄、群青、紺青、カーボンブラッ
ク、酸化チタン、微粒子及び超微粒子酸化チタン、酸化亜鉛、微粒子及び超微粒子酸化亜
鉛、アルミナ、シリカ、煙霧状シリカ（超微粒子無水ケイ酸）、雲母チタン、魚鱗箔、窒
化ホウ素、ホトクロミック顔料、合成フッ素金雲母、微粒子複合粉体、金、アルミニウム
等の各種の大きさ・形状の無機粉体、及び、これらをハイドロジェンシリコーン、環状ハ
イドロジェンシリコーン等のシリコーン若しくはその他のシラン若しくはチタンカップリ
ング剤等の各種表面処理剤で処理を行って疎水化若しくは親水化した粉体等の無機粉体；
デンプン、セルロース、ナイロンパウダー、ポリエチレン末、ポリメタクリル酸メチル末
、ポリスチレン末、スチレンとアクリル酸の共重合体樹脂粉末、ポリエステル末、ベンゾ
グアナミン樹脂粉末、ポリエチレンテレフタレート・ポリメチルメタクリレート積層末、
ポリエチレンテレフタレート・アルミニウム・エポキシ積層末等、ウレタン粉末、シリコ
ーン粉末、テフロン（登録商標）粉末等の各種の大きさ・形状の有機系粉体及び表面処理
粉体、有機無機複合粉体が好ましいものとして挙げられる。無機塩類としては、食塩、並
塩、岩塩、海塩、天然塩等の塩化ナトリウム含有塩類；塩化カリウム、塩化アルミニウム
、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、にがり、塩化亜鉛、塩化アンモニウム；硫酸ナト
リウム、硫酸アルミニウム、硫酸アルミニウム・カリウム（ミョウバン）、硫酸アルミニ
ウム・アンモニウム、硫酸バリウム、硫酸カルシウム、硫酸カリウム、硫酸マグネシウム
、硫酸亜鉛、硫酸鉄、硫酸銅；リン酸１Ｎａ・２Ｎａ・３Ｎａ等のリン酸ナトリウム類、
リン酸カリウム類、リン酸カルシウム類、リン酸マグネシウム類が好ましいものとして挙
げられる。
【００４１】
　紫外線吸収剤としては、パラアミノ安息香酸、パラアミノ安息香酸モノグリセリンエス
テル、Ｎ，Ｎ－ジプロポキシパラアミノ安息香酸エチルエステル、Ｎ，Ｎ－ジエトキシパ
ラアミノ安息香酸エチルエステル、Ｎ，Ｎ－ジメチルパラアミノ安息香酸エチルエステル
、Ｎ，Ｎ－ジメチルパラアミノ安息香酸ブチルエステル、Ｎ，Ｎ－ジメチルパラアミノ安
息香酸エチルエステル等の安息香酸系紫外線吸収剤；ホモメンチル－Ｎ－アセチルアント
ラニレート等のアントラニル酸系紫外線吸収剤；サリチル酸及びそのナトリウム塩、アミ
ルサリシレート、メンチルサリシレート、ホモメンチルサリシレート、オクチルサリシレ
ート、フェニルサリシレート、ベンジルサリシレート、ｐ－イソプロパノールフェニルサ
リシレート等のサリチル酸系紫外線吸収剤；オクチルシンナメート、エチル－４－イソプ
ロピルシンナメート、メチル－２，５－ジイソプロピルシンナメート、エチル－２，４－
ジイソプロピルシンナメート、メチル－２，４－ジイソプロピルシンナメート、プロピル
－ｐ－メトキシシンナメート、イソプロピル－ｐ－メトキシシンナメート、イソアミル－
ｐ－メトキシシンナメート、２－エチルヘキシルｐ－メトキシシンナメート（パラメトキ
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シケイヒ酸オクチル）、２－エトキシエチル－ｐ－メトキシシンナメート（シノキサート
）、シクロヘキシル-ｐ-メトキシシンナメート、エチル－α－シアノ－β－フェニルシン
ナメート、２－エチルヘキシルα－シアノ－β－フェニルシンナメート（オクトクリン）
、グリセリルモノ－２－エチルヘキサノイル－ジパラメトキシシンナメート、フェルラ酸
及びその誘導体等の桂皮酸系紫外線吸収剤；２，４－ジヒドロキシベンゾフェノン、２，
２’－ジヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン、２，２’－ジヒドロキシ－４，４’
－ジメトキシベンゾフェノン、２，２’，４，４’－テトラヒドロキシベンゾフェノン、
２－ヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン（オキシベンゾン－３）、２－ヒドロキシ
－４－メトキシ－４’－メチルベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－メトキシベンゾフ
ェノン－５－スルホン酸塩、４－フェニルベンゾフェノン、２－エチルヘキシル－４’－
フェニル－ベンゾフェノン－２－カルボキシレート、２－ヒドロキシ－４－ｎ－オクトキ
シベンゾフェノン、４－ヒドロキシ－３－カルボキシベンゾフェノン等のベンゾフェノン
系紫外線吸収剤；３－（４’－メチルベンジリデン）－ｄ，ｌ－カンファー、３－ベンジ
リデン－ｄ，ｌ－カンファー；２－フェニル－５－メチルベンゾキサゾール；２，２’－
ヒドロキシ－５－メチルフェニルベンゾトリアゾール；２－（２’－ヒドロキシ－５’－
ｔ－オクチルフェニル）ベンゾトリアゾール；２－（２’－ヒドロキシ－５’－メチルフ
ェニルベンゾトリアゾール；ジベンザラジン；ジアニソイルメタン；５－（３，３－ジメ
チル－２－ノルボルニリデン）－３－ペンタン－２－オン；４－ｔ－ブチルメトキシジベ
ンゾイルメタン等のジベンゾイルメタン誘導体；オクチルトリアゾン；ウロカニン酸及び
ウロカニン酸エチル等のウロカニン酸誘導体；２－（２'－ヒドロキシ－５'－メチルフェ
ニル）ベンゾトリアゾール、１－（３，４－ジメトキシフェニル）－４，４－ジメチル－
１，３－ペンタンジオン、ジメトキシベンジリデンジオキソイミダゾリジンプロピオン酸
２－エチルヘキシル等のヒダントイン誘導体、フェニルベンズイミダソゾールスルホン酸
、テレフタリリデンジカンフルスルホン酸、ドロメトリゾールトリシロキサン、アントラ
ニル酸メチル、ルチン及びその誘導体、オリザノール及びその誘導体が好ましいものとし
て挙げられる。
【００４２】
　美白剤としては、アスコルビン酸、アスコルビン酸リン酸エステルナトリウム塩及びア
スコルビン酸リン酸エステルマグネシウム塩等のアスコルビン酸リン酸エステル塩、アス
コルビン酸テトライソパルミチン酸エステル等のアスコルビン酸脂肪酸エステル、アスコ
ルビン酸エチルエーテル等のアスコルビン酸アルキルエーテル、アスコルビン酸－２－グ
ルコシド等のアスコルビン酸グルコシド及びその脂肪酸エステル類、アスコルビン酸硫酸
エステル、リン酸トコフェリルアスコルビル等のアスコルビン酸誘導体；コウジ酸、エラ
グ酸、トラネキサム酸及びその誘導体、フェルラ酸及びその誘導体、プラセンタエキス、
グルタチオン、オリザノール、ブチルレゾルシノール、油溶性カモミラエキス、油溶性カ
ンゾウエキス、西河柳エキス、ユキノシタエキス等植物エキスが好ましいものとして挙げ
られる。
【００４３】
　ビタミン類及びその誘導体類としては、レチノール、酢酸レチノール、パルミチン酸レ
チノール等のビタミンＡ類；チアミン塩酸塩、チアミン硫酸塩、リボフラビン、酢酸リボ
フラビン、塩酸ピリドキシン、ピリドキシンジオクタノエート、ピリドキシンジパルミテ
ート、フラビンアデニンジヌクレオチド、シアノコバラミン、葉酸類、ニコチン酸アミド
・ニコチン酸ベンジル等のニコチン酸類、コリン類等のビタミンＢ群類；アスコルビン酸
及びそのナトリウム等の塩等のビタミンＣ類；ビタミンＤ；α、β、γ、δ－トコフェロ
ール等のビタミンＥ類；パントテン酸、ビオチン等のその他ビタミン類；アスコルビン酸
リン酸エステルナトリウム塩及びアスコルビン酸リン酸エステルマグネシウム塩等のアス
コルビン酸リン酸エステル塩、アスコルビン酸テトライソパルミチン酸エステル・ステア
リン酸アスコルビル・パルミチン酸アスコルビル・ジパルミチン酸アスコルビル等のアス
コルビン酸脂肪酸エステル、アスコルビン酸エチルエーテル等のアスコルビン酸アルキル
エーテル、アスコルビン酸－２－グルコシド等のアスコルビン酸グルコシド及びその脂肪



(16) JP 2018-70453 A 2018.5.10

10

20

30

40

50

酸エステル、リン酸トコフェリルアスコルビル等のアスコルビン酸誘導体；ニコチン酸ト
コフェロール、酢酸トコフェロール、リノール酸トコフェロール、フェルラ酸トコフェロ
ール、トコフェロールリン酸エステル等のトコフェロール誘導体等のビタミン誘導体、ト
コトリエノール、その他各種ビタミン誘導体類が好ましいものとして挙げられる。
【００４４】
　消炎剤・抗炎症剤としては、グリチルリチン酸及びその誘導体、グリチルレチン酸誘導
体、サリチル酸誘導体、ヒノキチオール、グアイアズレン、アラントイン、インドメタシ
ン、酸化亜鉛、酢酸ヒドロコーチゾン、プレドニゾン、塩酸ジフェドラミン、マレイン酸
クロルフェニラミン；桃葉エキス、蓬葉エキス等の植物エキスが好ましいものとして挙げ
られる。
【００４５】
　育毛用薬剤・血行促進剤・刺激剤としては、センブリエキス、トウガラシチンキ、ショ
ウキョウチンキ、ショウキョウエキス、カンタリスチンキ等の植物エキス・チンキ類；カ
プサイシン、ノニル酸ワレニルアミド、ジンゲロン、イクタモール、タンニン酸、ボルネ
オール、シクランデレート、シンナリジン、トラゾリン、アセチルコリン、ベラパミル、
セファランチン、γ－オリザノール、セファランチン、ビタミンＥ及びニコチン酸トコフ
ェロール・酢酸トコフェロール等の誘導体、γ－オリザノール、ニコチン酸及びニコチン
酸アミド・ニコチン酸ベンジルエステル・イノシトールヘキサニコチネート、ニコチンア
ルコール等の誘導体、アラントイン、感光素３０１、感光素４０１、塩化カプロニウム、
ペンタデカン酸モノグリセリド、フラバノノール誘導体、スチグマステロール又はスチグ
マスタノール及びその配糖体、ミノキシジルが好ましいものとして挙げられる。
【００４６】
　ホルモン類としては、エストラジオール、エストロン、エチニルエストラジオール、コ
ルチゾン、ヒドロコルチゾン、プレドニゾン等が好ましいものとして挙げられる。
【００４７】
　抗しわ剤、抗老化剤、ひきしめ剤、冷感剤、温感剤、創傷治癒促進剤、刺激緩和剤、鎮
痛剤、細胞賦活剤等のその他の薬効剤としては、レチノール類、レチノイン酸類、レチノ
イン酸トコフェリル；乳酸、グリコール酸、グルコン酸、フルーツ酸、サリチル酸及びそ
の配糖体・エステル化物等の誘導体、ヒドロキシカプリン酸、長鎖α－ヒドロキシ脂肪酸
、長鎖α－ヒドロキシ脂肪酸コレステリル等のα－又はβ－ヒドロキシ酸類及びその誘導
体類；γ－アミノ酪酸、γ－アミノ－β－ヒドロキシ酪酸；カルニチン；カルノシン；ク
レアチン；セラミド類、スフィンゴシン類；カフェイン、キサンチン等及びその誘導体；
コエンザイムＱ１０、カロチン、リコピン、アスタキサンチン、ルテイン等の抗酸化・活
性酸素消去剤；カテキン類；ケルセチン等のフラボン類；イソフラボン類；没食子酸及び
エステル糖誘導体；タンニン、セサミン、プロトアントシアニジン、クロロゲン酸、リン
ゴポリフェノール等のポリフェノール類；ルチン及び配糖体等の誘導体；リグナン配糖体
；グラブリジン、グラブレン、リクイリチン、イソリクイリチン等のカンゾウエキス関連
物質；ラクトフェリン；ショウガオール、ジンゲロール；メントール、カンファー、セド
ロール等の香料物質及びその誘導体；カプサイシン、バニリン等及び誘導体；ジエチルト
ルアミド等の昆虫忌避剤；生理活性物質とシクロデキストリン類との複合体が好ましいも
のとして挙げられる。
【００４８】
　植物・動物・微生物エキス類としては、アイリスエキス、アシタバエキス、アスナロエ
キス、アスパラガスエキス、アボガドエキス、アマチャエキス、アーモンドエキス、アル
テアエキス、アルニカエキス、アロエエキス、アンズエキス、アンズ核エキス、イチョウ
エキス、インチコウエキス、ウイキョウエキス、ウコンエキス、ウーロン茶エキス、ウワ
ウルシエキス、エイジツエキス、エチナシ葉エキス、エンメイソウエキス、オウゴンエキ
ス、オウバクエキス、オウレンエキス、オオムギエキス、オタネニンジンエキス、オトギ
リソウエキス、オドリコソウエキス、オノニスエキス、オランダカラシエキス、海水乾燥
物、海藻エキス、カキ葉エキス、カキョクエキス、加水分解エラスチン、加水分解コムギ
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末、加水分解シルク、カッコンエキス、カモミラエキス、油溶性カモミラエキス、カロッ
トエキス、カワラヨモギエキス、カラスムギエキス、カルカデエキス、カンゾウエキス、
油溶性カンゾウエキス、キウイエキス、キオウエキス、キクラゲエキス、キナエキス、キ
ューカンバーエキス、キリ葉エキス、グアノシン、グアバエキス、クジンエキス、クチナ
シエキス、クマザサエキス、クララエキス、クルミエキス、クリエキス、グレープフルー
ツエキス、クレマティスエキス、黒米エキス、黒砂糖抽出物、黒酢、クロレラエキス、ク
ワエキス、ゲンチアナエキス、ゲンノショウコエキス、紅茶エキス、酵母エキス、コウボ
クエキス、コーヒーエキス、ゴボウエキス、コメエキス、コメ醗酵エキス、コメヌカ醗酵
エキス、コメ胚芽油、コンフリーエキス、コラーゲン、コケモモエキス、サイシンエキス
、サイコエキス、サイタイ抽出液、サフランエキス、サルビアエキス、サボンソウエキス
、ササエキス、サンザシエキス、サンシャエキス、サンショウエキス、シイタケエキス、
ジオウエキス、シコンエキス、シソエキス、シナノキエキス、シモツケソウエキス、ジャ
トバエキス、シャクヤクエキス、ショウキュウエキス、ショウブ根エキス、シラカバエキ
ス、白キクラゲエキス、スギナエキス、ステビアエキス、ステビア醗酵物、西河柳エキス
、セイヨウキズタエキス、セイヨウサンザシエキス、セイヨウノコギリソウエキス、セイ
ヨウハッカエキス、セージエキス、ゼニアオイエキス、センキュウエキス、センブリエキ
ス、ソウハクヒエキス、ダイオウエキス、ダイズエキス、タイソウエキス、タイムエキス
、タンポポエキス、地衣類エキス、茶エキス、チョウジエキス、チガヤエキス、ティート
リー油、甜茶エキス、トウガラシエキス、トウキエキス、トウキンセンカエキス、トウニ
ンエキス、ドクダミエキス、トマトエキス、納豆エキス、ニンジンエキス、ニンニクエキ
ス、ノバラエキス、ハイビスカスエキス、バクモンドウエキス、ハスエキス、パセリエキ
ス、バーチエキス、蜂蜜、ハマメリスエキス、パリエタリアエキス、ヒキオコシエキス、
ビサボロール、ヒノキエキス、ビフィズス菌エキス、ビワエキス、フキタンポポエキス、
フキノトウエキス、ブクリョウエキス、ブッチャーブルームエキス、ブドウエキス、ブド
ウ種子エキス、プロポリス、ヘチマエキス、ベニバナエキス、ペパーミントエキス、ボダ
イジュエキス、ボタンエキス、ホップエキス、マイカイカエキス、マツエキス、マロニエ
エキス、ミズバショウエキス、ムクロジエキス、メリッサエキス、モズクエキス、モモエ
キス、ヤグルマギクエキス、ユーカリエキス、ユキノシタエキス、ユズエキス、ユリエキ
ス、ヨクイニンエキス、ヨモギエキス、ラベンダーエキス、緑茶エキス、卵殻膜エキス、
リンゴエキス、ルイボス茶エキス、レイシエキス、レタスエキス、レモンエキス、レンギ
ョウエキス、レンゲソウエキス、ローズエキス、ローズマリーエキス、ローマカミツレエ
キス、ローヤルゼリーエキス、ワレモコウエキス等のエキスが好ましいものとして挙げら
れる。
【００４９】
　鎮痒剤としては、塩酸ジフェンヒドラミン、マレイン酸クロルフェニラミン、カンファ
ー、サブスタンス－Ｐ阻害剤等を例示することができる。角質剥離・溶解剤としては、サ
リチル酸、イオウ、レゾルシン、硫化セレン、ピリドキシン等を例示することができる。
制汗剤としては、クロルヒドロキシアルミニウム、塩化アルミニウム、酸化亜鉛、パラフ
ェノールスルホン酸亜鉛等を例示することができる。清涼剤としては、メントール、サリ
チル酸メチル等を例示することができる。収れん剤としては、クエン酸、酒石酸、乳酸、
硫酸アルミニウム・カリウム、タンニン酸等を例示することができる。酵素類としては、
スーパーオキサイドディスムターゼ、カタラーゼ、塩化リゾチーム、リパーゼ、パパイン
、パンクレアチン、プロテアーゼ等を例示することができる。核酸類としては、リボ核酸
及びその塩、デオキシリボ核酸及びその塩、アデノシン三リン酸二ナトリウムが好ましい
ものとして挙げられる。
【００５０】
　香料としては、アセチルセドレン、アミルシンナムアルデヒド、アリルアミルグリコレ
ート、β－イオノン、イソイースーパー、イソブチルキノリン、イリス油、イロン、イン
ドール、イランイラン油、ウンデカナール、ウンデセナール、γ－ウンデカラクトン、エ
ストラゴール、オイゲノール、オークモス、オポポナックスレジノイド、オレンジ油、オ
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イゲノール、オーランチオール、ガラクソリッド、カルバクロール、Ｌ－カルボン、カン
ファー、キャノン、キャロットシード油、クローブ油、ケイヒ酸メチル、ゲラニオール、
ゲラニルニトリル、酢酸イソボルニル、酢酸ゲラニル、酢酸ジメチルベンジルカルビニル
、酢酸スチラリル、酢酸セドリル、酢酸テレピネル、酢酸p-t-ブチルシクロヘキシル、酢
酸ベチベリル、酢酸ベンジル、酢酸リナリル、サリチル酸イソペンチル、サリチル酸ベン
ジル、サンダルウッド油、サンタロール、シクラメンアルデヒド、シクロペンタデカノリ
ド、ジヒドロジャスモン酸メチル、ジヒドロミルセノール、ジャスミンアブソリュート、
ジャスミンラクトン、cis-ジャスモン、シトラール、シトロネノール、シトロネラール、
シナモンバーク油、1,8-シネオール、シンナムアルデヒド、スチラックスレジノイド、セ
ダーウッド油、セドレン、セドロール、セロリシード油、タイム油、ダマスコン、ダマセ
ノン、チモール、チュベローズアブソリュート、デカナール、デカラクトン、テルピネオ
ール、γ－テルピネン、トリプラール、ネロール、ノナナール、2,6-ノナジエノール、ノ
ナラクトン、パチョリアルコール、バニラアブソリュート、バニリン、バジル油、パチョ
リ油、ヒドロキシシトロネラール、α－ピネン、ピペリトン、フェネチルアルコール、フ
ェニルアセトアルデヒド、プチグレン油、ヘキシルシンナムアルデヒド、cis-3-ヘキセノ
ール、ペルーバルサム、ベチバー油、ベチベロール、ペパーミント油、ペパー油、ヘリオ
トロピン、ベルガモット油、ベンジルベンゾエート、ボルネオール、ミルレジノイド、ム
スクケトン、メチルノニルアセトアルデヒド、γ－メチルヨノン、メントール、Ｌ－メン
トール、Ｌ－メントン、ユーカリ油、β－ヨノン、ライム油、ラベンダー油、Ｄ－リモネ
ン、リナロール、リラール、リリアール、レモン油、ローズアブソリュート、ローズオキ
シド、ローズ油、ローズマリー油、各種精油等の合成香料及び天然香料並びに各種調合香
料が好ましいものとして挙げられる。
【００５１】
　色素・着色剤・染料・顔料としては、褐色２０１号、黒色４０１号、紫色２０１号、紫
色４０１号、青色１号、青色２号、青色２０１号、青色２０２号、青色２０３号、青色２
０４号、青色２０５号、青色４０３号、青色４０４号、緑色２０１号、緑色２０２号、緑
色２０４号、緑色２０５号、緑色３号、緑色４０１号、緑色４０２号、赤色１０２号、赤
色１０４－１号、赤色１０５－１号、赤色１０６号、赤色２号、赤色２０１号、赤色２０
２号、赤色２０３号、赤色２０４号、赤色２０５号、赤色２０６号、赤色２０７号、赤色
２０８号、赤色２１３号、赤色２１４号、赤色２１５号、赤色２１８号、赤色２１９号、
赤色２２０号、赤色２２１号、赤色２２３号、赤色２２５号、赤色２２６号、赤色２２７
号、赤色２２８号、赤色２３０－１号、赤色２３０－２号、赤色２３１号、赤色２３２号
、赤色３号、赤色４０１号、赤色４０４号、赤色４０５号、赤色５０１号、赤色５０２号
、赤色５０３号、赤色５０４号、赤色５０５号、赤色５０６号、橙色２０１号、橙色２０
３号、橙色２０４号、橙色２０５号、橙色２０６号、橙色２０７号、橙色４０１号、橙色
４０２号、橙色４０３号、黄色２０１号、黄色２０２－１号、黄色２０２－２号、黄色２
０３号、黄色２０４号、黄色２０５号、黄色４号、黄色４０１号、黄色４０２号、黄色４
０３－１号、黄色４０４号、黄色４０５号、黄色４０６号、黄色４０７号、黄色５号等の
法定色素；Acid Red 14等のその他酸性染料；Arianor Sienna Brown、Arianor Madder Re
d、Arianor Steel Blue、Arianor Straw Yellow等の塩基染料；HC Yellow 2、HC Yellow 
5、HC Red 3、4-hydoxypropylamino-3-nitrophenol、N,N'-bis(2-hydroxyethyl)-2-nitro
-p-phenylenediamine、HC Blue 2、Basic Blue 26等のニトロ染料；分散染料；二酸化チ
タン、酸化亜鉛等の無機白色顔料；酸化鉄(ベンガラ)、チタン酸鉄等の無機赤色系顔料；
γ－酸化鉄等の無機褐色系顔料；黄酸化鉄、黄土等の無機黄色系顔料；黒酸化鉄、低次酸
化チタン等の無機黒色系顔料；マンゴバイオレット、コバルトバイオレット等の無機紫色
系顔料；酸化クロム、水酸化クロム、チタン酸コバルト等の無機緑色系顔料；群青、紺青
等の無機青色系顔料；酸化チタンコーテッドマイカ、酸化チタンコーテッドオキシ塩化ビ
スマス、酸化チタンコーテッドタルク、着色酸化チタンコーテッドマイカ、オキシ塩化ビ
スマス、魚鱗箔等のパール顔料；アルミニウムパウダー、カッパーパウダー、金等の金属
粉末顔料；表面処理無機及び金属粉末顔料；赤色２０１号、赤色２０２号、赤色２０４号
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、赤色２０５号、赤色２２０号、赤色２２６号、赤色２２８号、赤色４０５号、橙色２０
３号、橙色２０４号、黄色２０５号、黄色４０１号、青色４０４号、赤色３号、赤色１０
４号、赤色１０６号、赤色２２７号、赤色２３０号、赤色４０１号、赤色５０５号、橙色
２０５号、黄色４号、黄色５号、黄色２０２号、黄色２０３号、緑色３号、青色１号等の
ジルコニウム、バリウム又はアルミニウムレーキ等の有機顔料；表面処理有機顔料；アス
タキサンチン、アリザリン等のアントラキノン類、アントシアニジン、β－カロチン、カ
テナール、カプサンチン、カルコン、カルサミン、クエルセチン、クロシン、クロロフィ
ル、クルクミン、コチニール、シコニン等のナフトキノン類、ビキシン、フラボン類、ベ
タシアニジン、ヘナ、ヘモグロビン、リコピン、リボフラビン、ルチン等の天然色素・染
料；ｐ－フェニレンジアミン、トルエン－２，５－ジアミン、ｏ－，ｍ－，若しくはｐ－
アミノフェノール、ｍ－フェニレンジアミン、５－アミノ－２－メチルフェノール、レゾ
ルシン、１－ナフトール、２，６－ジアミノピリジン等及びその塩等の酸化染料中間体及
びカップラー；インドリン等の自動酸化型染料；ジヒドロキシアセトンが好ましいものと
して挙げられる。　
【００５２】
　これらの他、化粧品原料基準、化粧品種別配合成分規格、日本化粧品工業連合会成分表
示名称リスト、ＩＮＣＩ辞書（The International Cosmetic Ingredient Dictionary and
 Handbook）、医薬部外品原料規格、日本薬局方、医薬品添加物規格、食品添加物公定書
等に記載されている成分、及び、国際特許分類ＩＰＣがＡ６１Ｋ７及びＡ６１Ｋ８の分類
に属する日本国及び諸外国特許公報及び特許公開公報（公表公報・再公表を含む）に記載
されている成分等、公知の化粧料成分、医薬品成分、食品成分などを、公知の組み合わせ
及び配合比・配合量で含有させることが可能である。
【００５３】
　以下に実施例を挙げて本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらになんら制約さ
れるものではない。
【実施例】
【００５４】
（製造例１）
　大豆（黄大豆）を原料として得た豆乳(２００ml)に、乳酸菌（Lactobacillus bulgaric
us）を滅菌水又は精製水に溶解もしくは懸濁させて接種する。次に、室温約４０℃、約１
５時間醗酵させた後、放冷し、殺菌後、濾過して約１６０mlの豆乳醗酵液を得る。
【００５５】
（製造例２）
　大豆（黒大豆）を原料として得た豆乳(２００ml)に、乳酸菌（Lactobacillus bulgaric
us）を滅菌水又は精製水に溶解もしくは懸濁させて接種する。次に、室温約３７℃、約２
０時間醗酵させた後、放冷し、殺菌後、濾過して約１６０mlの豆乳醗酵液を得る。
【００５６】
（製造例３）
　大豆（赤大豆）を原料として得た豆乳(２００ml)に、乳酸菌（Lactobacillus bulgaric
us）を滅菌水又は精製水に溶解もしくは懸濁させて接種する。次に、室温約３８℃、約１
０時間醗酵させた後、放冷し、殺菌後、濾過して約１５０mlの豆乳醗酵液を得る。
【００５７】
（製造例４）
　大豆（青大豆）を原料として得た豆乳(２００ml)に、乳酸菌（Lactobacillus bulgaric
us）を滅菌水又は精製水に溶解もしくは懸濁させて接種する。次に、室温約４０℃、約５
時間醗酵させた後、放冷し、殺菌後、濾過して約１５０mlの豆乳醗酵液を得る。
【００５８】
（製造例５）
　セイヨウニワトコの花乾燥物を粉砕し、100gを精製水（約30℃）にて約５時間加温抽出
し、濾過して、セイヨウニワトコ抽出液を約1.0kg得る。
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【００５９】
（製造例６）
　セイヨウニワトコの全草乾燥物を粉砕し、100gを精製水（約80℃）にて約５時間加温抽
出し、濾過して、セイヨウニワトコ抽出液を約1.0kg得る。
【００６０】
（製造例７）
　セイヨウニワトコの花乾燥物を粉砕し、100gを50％1,3-ブチレングリコール水溶液に浸
漬し、室温にて５昼夜抽出した後、濾過して、セイヨウニワトコ抽出液を約1.0kg得る。
【００６１】
（製造例８）
　セイヨウニワトコの花及び漿果乾燥物を粉砕し、100gを50％エタノール水溶液に浸漬し
、室温にて５昼夜抽出した後、濾過して、セイヨウニワトコ抽出液を約1.0kg得る。
【００６２】
（製造例９）
　セイヨウニワトコの花乾燥物を粉砕し、100gを70％グリセリン水溶液に浸漬し、室温に
て５昼夜抽出した後、濾過して、セイヨウニワトコ抽出液を約1.0kg得る。
【００６３】
（製造例１０）
　セイヨウニワトコの花及び漿果乾燥物を粉砕し、100gを50％1,3-ブチレングリコール水
溶液に浸漬し、室温にて５昼夜抽出した後、濾過して、セイヨウニワトコ抽出液を約1.0k
g得る。
【００６４】
（試験１）前駆脂肪細胞の増殖促進作用試験
　マウス由来前駆脂肪細胞（3T3-L1細胞）を用い、前駆脂肪細胞の増殖促進作用を評価し
た。
【００６５】
「試験方法及び評価方法」
　マウス由来の前駆脂肪細胞、３Ｔ３－Ｌ１細胞を使用した。尚、培養液には、１０％Ｃ
Ｓ（ATCC 30-2030）を含むＤ－ＭＥＭ培地を使用し、５％CO2、３７℃の条件で培養した
。
　前記細胞を４×１０3個/wellになるように９６穴マイクロプレートに植え込み、２４時
間前培養した。その後、新鮮な培地に置換し試料を培養液中に添加した。細胞は３日間培
養したのち、Cell Counting　Kit-8（DOJINDO）により測定し、対照を前駆脂肪細胞増殖
促進率１００％として換算して評価を行った。結果を図１に示した。
「試料」
　本試験の試料は、製造例２で得られた豆乳醗酵液を１.０％、又は、２.０％添加、製造
例５で得られたセイヨウニワトコ抽出液を０.１％、又は、１.０％添加して試験に供した
。尚、豆乳醗酵液の対照として精製水を添加し、セイヨウニワトコ抽出液の対照として1,
3-ブチレングリコール溶液を、終濃度が０.０５％となるよう添加した。
【００６６】
（試験結果）
　図１に示すように、対照の細胞増殖促進率が１００％に対して、本発明の豆乳醗酵液で
は、１.０％添加時で１２８％、２.０％添加時で１３８％の前駆脂肪細胞増殖促進率が認
められ、セイヨウニワトコ抽出液では、０.１％添加時で１２１％、１.０％添加時で１２
８％の前駆脂肪細胞増殖促進率が認められた。よって、前駆脂肪細胞に対する増殖促進作
用を有していることが確認でき、前駆脂肪細胞増殖促進剤として利用できる。
【００６７】
（試験２）安全性試験
（１）皮膚一次刺激性試験
　製造例１～１０によって得られた本発明の豆乳醗酵液又はセイヨウニワトコ抽出液を乾
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燥固形分濃度が約１．０％となるように精製水にて調整し、背部を剪毛した日本白色家兎
（雌性，１群３匹，体重２．３ｋｇ前後）の皮膚に適用した。判定は、適用後２４、４８
、７２時間に一次刺激性の評点法にて紅斑及び浮腫を指標として行った。その結果は、す
べての動物において、何など、紅斑及び浮腫を認めず陰性と判定され、安全であると判断
された。
【００６８】
（試験３）安全性試験
（２）急性毒性試験
　同様に製造例１～１０によって得られた本発明の豆乳醗酵液又はセイヨウニワトコ抽出
液（固型分濃度が約５ｗ／ｗ％になるように精製水にて調整）を減圧濃縮・乾燥して得ら
れた粉末を試験前、４時間絶食させたｄｄｙ系マウス（雄性及び雌性，１群５匹，５週齢
）に２，０００ｍｇ／ｋｇ量経口投与し、毒性症状の発現、程度などを経時的に観察した
。その結果、すべてのマウスにおいて１４日間何等異状を認めず、又、解剖の結果も異状
がなかった。よって、ＬＤ５０は２，０００ｍｇ／ｋｇ以上であり、安全であると判断さ
れた。
【００６９】
（処方例）前駆脂肪細胞増殖促進剤、各種組成物の製造
　上記の評価結果に従い、以下にその処方例を示すが、各処方例は各製品の製造における
常法により製造したもので良く、配合量のみを示した。又、本発明はこれらに限定される
わけではない。
同様の結果が得られた。
【００７０】
（処方例１）前駆脂肪細胞増殖促進剤
　ガーゼ又はリニメント布に豆乳醗酵液、セイヨウニワトコ抽出液、抗生物質、抗炎症剤
等、適量を混合した処方液を含浸させ、外傷部に添付する。又、豆乳醗酵液、又は、セイ
ヨウニワトコ抽出液を直接、局所に散布し、ガーゼ等で被覆しても良い。
【００７１】
（処方例２）前駆脂肪細胞増殖促進剤（飲用） 　　　　　　　　 質量％
本発明の製造例２の豆乳醗酵液　　　　　　　　　　 　　　　　　3.0
クエン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　1.0
果糖ブドウ糖液糖　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　70.0
香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 適量
精製水　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 100とする残余
【００７２】
（処方例３）前駆脂肪細胞増殖促進剤（飲用） 　　　　　　　　 質量％
本発明の製造例５のセイヨウニワトコ抽出液　　　　 　　　　　　3.0
クエン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　1.0
果糖ブドウ糖液糖　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　70.0
香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 適量
精製水　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 100とする残余
【００７３】
（処方例４）乳液　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量％
スクワラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.0
オリーブ油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.0
ホホバ油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　5.0
セチルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　1.5
グリセリンモノステアレート　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.0
ポリオキシエチレン(20)セチルエーテル　　　　　　　　　　　　 3.0
ポリオキシエチレン(20)ソオルビタンモノオレート　　　　　　　 2.0
1,3-ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　1.0
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グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　2.0
本発明の製造例３の豆乳醗酵液　　　　 　　 　　　　　　　　　 5.0
サクラの葉50％エタノール抽出液　　　　　　　　　　　　 　　　3.0
防腐剤（パラオキシ安息香酸エステル）　　　　　　　　　 　　　適量
香料（バラ水） 　　　　　　 　　　　 　　　 　　　　　 　　　適量
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100とする残余
【００７４】
（処方例５）柔軟性化粧水　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量％
グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　5.0
1,3-ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.0
モノラウリン酸ホ゜リオキシエチレンソルヒ゛タン(20E.O)　　　　　　　　　　　 　　
 　1.0
エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15.0
本発明の製造例６のセイヨウニワトコ抽出液　　　　　　　　 　　5.0
マンダリンオレンジ果皮30％エタノール抽出液　　　　　　　　　 5.0
ボダイジュ花又は果実50％1,3-ブチレングリコール抽出液　　　　 5.0
アミノ酸（アルギニン、グリシン、グルタミン等）　　　 　　　　0.5
抗菌（ラクトフェリン溶液） 　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
防腐剤（エチルパラベン）　　　　　　　　　　　　　　　 　　　適量
香料（西洋薄荷水） 　 　　　　　　　　 　　　　　　 　　 　　適量
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　100とする残余
【００７５】
（処方例６）美容液 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 質量％
ポリビニルアルコール　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 15.0
キサンタンガム　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　0.4 
ヒドロキシエチルセルロース　　　　　　　　　　　 　　　　　　0.2 
1,3-ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　5.0 
本発明の製造例１の豆乳醗酵液　　 　　 　　　　　　　　　 　　5.0
本発明の製造例６のセイヨウニワトコ抽出液　　　　　　　　 　　5.0
葛根50％プロピレングリコール抽出液 　 　 　　 　　　　　　　 0.5
グリチルリチン酸ジカリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.2 
防腐剤（サルチル酸） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 適量
香料（葡萄水）　　 　　　　　　 　　　　　 　　　　　　　　 適量
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　100とする残余
【００７６】
（処方例７）ヘアートニック　　　　　　　　　　　　　　　　　質量％
エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 40.0
オレイン酸エチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　1.0
ポリオキシエチレン(40)硬化ヒマシ油　　　　　　　　　　　 　　2.0
本発明の製造例４の豆乳醗酵液 　　 　　　　　　　　　 　　　　5.0
オウゴン根茎又は根皮50％エタノール抽出液 　　 　　　　　 　 1.0
枸杞根茎又は根皮50％エタノール抽出液 　　　　 　　　　　　　1.0
防腐剤（パラベン）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 適量
香料（セージ水）　 　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 適量
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　100とする残余
【００７７】
（処方例８）育毛・養毛剤　　　　　　　　　　　　　　 　　 　質量％
エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 60.0
本発明の製造例９のセイヨウニワトコ抽出液　　　　　　 　　　　5.0
タチジャコウソウ全草50％プロピレングリコール抽出液　 　　　　2.0
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ビタミンＥ誘導体　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　 0.5
トウガラシチンキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　0.5
レゾルシン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.5
グリチルリチン酸ジカリウム　　　　　　　　　　　　　　 　　　0.5
カルボキシメチルキチン溶液　　　　　　　　　　　　　　　 　　0.5
コラーゲン蛋白質酵素分解液　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.0
アミノ酸（アルギニン、グリシン、グルタミン等）　　　 　 　　 0.5
抗菌・防腐剤（プロピルパラベン）　　　　 　　　　　 　　　 　0.1
香料（ローズマリー水） 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　適量
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100とする残余
【００７８】
（処方例９）脱毛防止剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重量％
エタノール　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　40.0
オレイン酸エチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　1.0
ポリオキシエチレン(40)硬化ヒマシ油　　　　　　　　　 　　　　2.0
本発明の製造例３の豆乳醗酵液　　　　　　　　　　 　　　　　　2.5
本発明の製造例１０のセイヨウニワトコ抽出液　　　　　 　　　　2.5
コンフリー60％エタノール抽出液　　　　　 　　　　　　　　 　 1.0
サボンソウ葉50％1,3-ブチレングリコール抽出液　　　　　　　　 1.0
グリチルリチン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　0.5
防腐剤（エチルパラベン） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
香料（緑茶エキス） 　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　適量
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100とする残余
【００７９】
（処方例１０）シャンプー　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量％
ラウリル硫酸トリエタノールアミン　　　　　　　　　　　　　　 5.0
ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム　　　　　　12.0
1,3-ブチレングリコール　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　4.0
ラウリン酸ジエタノールアミド　　　　　　　　　　　　　　　　 2.0
エデト酸二ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.1
本発明の製造例２の豆乳醗酵液　　　　　　　　　　　　 　　　　4.0
ハマメリス樹皮熱水抽出液　　　　　　　　　　　　　　　 　　　2.0
当帰根30％1,4-ブチレングリコール抽出液　　　　 　　　　　 　 1.0
コーヒー豆50％1,3-ブチレングリコール抽出液 　　　　　　　 　 2.0
ヒドロキシプロピルキトサン溶液　　　　　　　 　　　　　　　　1.0
ムコ多糖体溶液　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　1.0
グリチルリチン酸ジカリウム 　　　　　　　　　　　　　　　　　0.1
ジンクピリチオン　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　0.1
抗菌・防腐剤（感光素１０１号） 　　　　　　　　 　　　　　　適量
ｐＨ調整剤　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　適量
香料（白檀水） 　　　　　　 　　　　　 　　　　　　　　　　 適量
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　100とする残余
【００８０】
（処方例１１）リンス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量％
塩化ステアリルトリメチルアンモニウム 　　　　　　　　　　　　2.0
セトステアリルアルコール　　　　　　　　　　 　　　　　　　　2.0
ポリオキシエチレンラノリンエーテル　　　　　　 　　　　　　　3.0
プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　5.0
エチレングリコール　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　3.0
本発明の製造例９のセイヨウニワトコ抽出液　　　　　 　　　　　4.0
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コボタンヅル全草50％1,2-ペンタンジオール抽出液 　 　 　　　　2.0
西洋菩提樹花50％1,4-ブチレングリコール抽出液 　　 　　　　　 2.0
オリーブ葉50％1,2-ブチレングリコール抽出液　 　　 　　　　　 2.0
甘茶全草50％グリセリン抽出液　　　　　　　　　　　　　　　　 2.0
ビフィズス菌醗酵液　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　　　　2.0
アルギン酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　2.0
トレハロ－ス溶液　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0
加水分解ケラチン溶液　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0
抗菌・防腐剤（塩化ベンザルコニウム） 　　　　　 　 　　　　 適量
香料（ハマメリス水） 　　　　 　　　 　　　　　 　　　　　　適量
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　100とする残余
【００８１】
（処方例１２）顆粒内服剤（医薬品）　　　　　　　　　　　　　質量％
本発明の製造例５のセイヨウニワトコ抽出液乾燥粉末　　　 　　　1.0
マンダリンオレンジ果実熱水抽出液乾燥粉末　　　 　　　　　　　1.0
乳糖　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　 　　　　　 30.0
コーンスターチ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 57.0
結晶セルロース　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　7.0
ポリビニールピロリドン　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　4.0
香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
【００８２】
（処方例１３）錠剤（飲用）
　組成：本発明の製造例２の豆乳醗酵液の濃縮物30mg、ヒドロキシプロピルセルロース20
mg、軽質無水ケイ酸3mg、乳糖 8mg、結晶セルロース9mg、タルク10mg、ジアシルグリセロ
ール20mgを定法に従って１錠100mgの錠剤を製造した。
【００８３】
（処方例１４）カプセル剤(飲用)　　　　　　　　　　　　　　　質量％
本発明の製造例２の豆乳醗酵液乾燥粉末　 　　　　　　　　　　　3.0
セルロース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　97.0
香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
【００８４】
（処方例１５）サプリメント　　　　　　　　　　　　　　　　　質量％
本発明の製造例３の豆乳醗酵液乾燥粉末　 　　　　　　　　　 　 5.0
本発明の製造例８のセイヨウニワトコ抽出液乾燥粉末　　　　　　 5.0
ヘスペリジン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80.0
澱粉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10.0
香料　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　適量
【００８５】
（処方例１６）パスタ　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　質量％
小麦粉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75.0
ベーコン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10.0
鱈子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13.0
本発明の製造例６のセイヨウニワトコ抽出液乾燥粉末 　　　　　　1.0
食塩・コショウ　　　　　　　　 　　　　　 　　　　　　　　　適量
バター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
青海苔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
オリ－ブ油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
【００８６】
（処方例１７）飲料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量％
ブドウ糖液糖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30.0
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グレープフルーツ果汁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　55.0
ルテオリン-7-O-グルコシド　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.0
本発明の製造例２の豆乳醗酵液乾燥粉末 　　　　　　　　　 　　 1.0
ムコ多糖体溶液　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　 3.0
オレンジ果汁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.0
香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　適量
酸味料　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 適量
【産業上の利用可能性】
【００８７】
　本発明は、豆乳醗酵液、セイヨウニワトコ抽出物に優れた前駆脂肪細胞の増殖促進作用
を有することを見い出した。よって、豆乳醗酵液、セイヨウニワトコ抽出物を含有する前
駆脂肪細胞の増殖促進剤、更に、その前駆脂肪細胞増殖促進作用を有する各種組成物（皮
膚化粧料、頭髪化粧料、飲食品組成物、医薬品組成物）を提供することができ、各種組成
物を提供することにより、加齢に伴って生じるしわ、たるみ等の皮膚状態を予防又は改善
、肌の張りの改善やバストアップ、毛包の再生に伴って生じる脱毛の防止、育毛作用、養
毛作用を促す等の頭髪状態の改善、又は、肥満や高血圧、高脂血症、動脈硬化症、糖尿病
等の生活習慣病等の予防又は改善に役立つものである。

【図１】

【図２】
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